
附
属
機
関
の
委
員
等
の
報
酬
額
及
び
費
用
弁
償
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
九
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
三
十
号

附
属
機
関
の
委
員
等
の
報
酬
額
及
び
費
用
弁
償
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

附
属
機
関
の
委
員
等
の
報
酬
額
及
び
費
用
弁
償
額
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
奈
良
県

規
則
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
見
出
し
中
「
地
方
公
務
員
法
」
を
「
法
」
に
改
め
、
同
条
中
「
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
六
十
一
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
る
。

第
三
条
の
前
の
見
出
し
、
同
条
及
び
第
四
条
を
削
る
。

第
五
条
中
「
査
定
員
、
管
理
員
、
巡
視
員
等
で
別
表
第
三
に
掲
げ
る
」
を
「
法
第
三
条
第
三
項
第
三

号
に
規
定
す
る
」
に
、
「
そ
の
職
員
に
対
応
す
る
同
表
に
定
め
る
額
」
を
「
勤
務
一
日
に
つ
き
三
万
四

千
九
百
円
」
に
、
「
一
級
」
を
「
七
級
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し

て
「
（
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
職
員
の
報
酬
の
額
及
び
費
用
弁
償
の
額
）
」
を
付
す
る
。

第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
を
削
る
。

第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
特
殊
性
そ
の
他
」
を
「
態
様
等
又
は
職
務
の
性
質
、
内
容
、
責
任
等
に
よ

り
」
に
改
め
、
「
第
六
条
及
び
」
を
削
り
、
「
非
常
勤
の
講
師
」
を
「
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
に
規

定
す
る
職
員
」
に
、
「
第
六
条
及
び
前
条
に
規
定
す
る
額
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
、
予
算
の
」
を
「
勤

務
一
月
に
つ
き
五
十
五
万
円
を
超
え
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
費
用
弁
償
の
額
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
八
条
の
二
を
第
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
職
員
の
報
酬
の
額
及
び
費
用
弁
償
の
額
）

第
五
条

選
挙
長
、
選
挙
分
会
長
、
審
査
分
会
長
、
選
挙
立
会
人
及
び
審
査
分
会
立
会
人
に
支
給
す
る

報
酬
の
額
及
び
費
用
弁
償
の
額
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

第
九
条
を
削
る
。

第
十
条
中
「
前
各
条
」
を
「
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
」
に
、
「
第
二
条
か
ら
第
七
条
ま
で
及
び
前
条

」
を
「
当
該
各
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
公
務
員
で
あ
る
職

員
に
対
す
る
費
用
弁
償
）
」
を
付
す
る
。

別
表
第
二
中
「
（
第
三
条
関
係
）
」
を
「
（
第
五
条
関
係
）
」
に
改
め
、
同
表
労
働
委
員
会
の
あ
つ



せ
ん
員
の
項
及
び
精
神
保
健
指
定
医
の
項
を
削
る
。

別
表
第
三
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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